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I 旅行業法・弁済業務規約に基づく取引額報告及び分担金の手続きとボンド保証制度

のボンド保証会員更新手続の概要 

 

１．  旅行業法・弁済業務規約に基づく取引額報告書（いわゆる「100日報告」）とボン

ド保証制度の海外募集型企画旅行の計画取引額の報告及びこれらに関連する手続き 

 

ボンド保証会員は、事業年度ごとに、以下の二つの手続きを並行しておこなわな

ければなりません。 

① 旅行業法・弁済業務規約に基づき、取引額報告（いわゆる「100日報告」）を所

轄の運輸局とJATAに対して行い、必要に応じてJATAに弁済業務保証金分担金の追

加納付／差額の返還請求手続きを行う。 

② ボンド保証規程に基づき、事業年度毎に、その事業年度に出発する海外募集型企

画旅行の計画取引額の報告とボンド保証制度保証金等の増加分の預託、減額分の

取り戻し等の手続きを行う。 

 

備考：ボンド保証制度の海外募集型企画旅行計画取引額報告書と旅行業法に基づく

取引額報告書（いわゆる「100日報告」）は、当協会ウェブサイト内「取引

額の報告（100日報告）等について」からダウンロードしたエクセルファイ

ルで同時に作成可能です。記入要領、提出要領の詳細は13ページ以降を参照

してください。 

 

２．  旅行業法・弁済業務規約に基づく取引額報告（いわゆる「100日報告」）と弁済業

務保証金分担金の納付、返還請求の手続き 

 

ボンド保証会員は、旅行業法・弁済業務規約に基づき、所轄の運輸局及びJATAに

取引額報告（いわゆる「100日報告」）を行うと同時に、弁済業務保証金分担金の

額に異動がある場合は、JATAに対して、弁済業務保証金分担金の納付、返還請求の

手続きをするほか、所轄の運輸局に弁済業務保証金分担金の納付の届出をするなど

所要の手続きをしなければなりません。詳細については、別途「取引額の報告等に

ついて（手続要領）」を参照してください。 

 

（１）  手続き事由と手続きの概要（旅行業法・弁済業務規約関係） 

手続き事由 手続き先 手続きの種類 必要書類・使用様式 

①新事業年度の弁済業務

保証金分担金の額と現

に納付している弁済業

務保証金分担金の額と

が同額の場合 

所轄の運輸局 ・前事業年度の取引額の報告 ○取引額報告書 

JATA ・前事業年度の取引額の報告 ○取引額報告書 

②新事業年度の弁済業務

保証金分担金の額が現

に納付している弁済業

務保証金分担金の額を

上回った場合 

所 轄 の 運 輸 局

（ 弁 済 業 務 保

証 金 分 担 金 を

納付した後） 

・前事業年度の取引額の報告 

・弁済業務保証金分担金の納

付の届出 

○取引額報告書 

○弁済業務保証金分

担金納付書 

JATA ・前事業年度の取引額の報告 

・増額分の弁済業務保証金分

担金の納付 

○取引額報告書 

○弁済業務保証金分

担金納付書 

③新事業年度の弁済業務

保証金分担金の額が現

に納付している弁済業

務保証金分担金の額を

下回った場合 

所轄の運輸局 ・前事業年度の取引額の報告 ○取引額報告書 

JATA ・前事業年度の取引額の報告 

・減額分の弁済業務保証金分

担金の返還請求 

○取引額報告書 

○弁済業務保証金分

担金返還請求書 
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３．  ボンド保証制度にかかる新事業年度の海外募集型企画旅行計画取引額の報告と保証

金等の預託手続き 

 

ボンド保証会員は、事業年度毎にJATAに新事業年度に出発する海外募集型企画旅行

の計画取引額の報告を行うのと併せて、現に預託している保証金等の預託の方法、新

事業年度の海外募集型企画旅行計画取引額に基づき算定される保証金等の額（新事業

年度の保証金等の額）に応じて、以下の区分により保証金等の預託手続きを行わなけ

ればなりません。 

なお、手続きの詳細については、8ページ以降を参照してください。 

 

（１） 手続き事由と手続きの概要（ボンド保証制度関係） 

手続き事由 手続きの種類 必要書類・使用様式 
説明 

ページ 

保証金を預

託している

ボンド保証

会員が、新

事業年度も

引き続き保

証金を預託

する場合 

①新事業年度の保証

金の額と現に預託

している保証金の

額とが同額の場合 

・海外募集型企画旅行

の計画取引額の報告 

○海外募集型企画旅行計画

取引額報告書 

 

13 

②新事業年度の保証

金の額が現に預託

している保証金の

額を下回った場合 

・海外募集型企画旅行

の計画取引額の報告 

・減少分の保証金の返

還請求（任意） 

○海外募集型企画旅行計画

取引額報告書 

○保証金減額分返還請求書 

○根質権設定変更契約書 

 

13 

17 

16 

③新事業年度の保証

金の額が現に預託

している保証金の

額を上回った場合 

・海外募集型企画旅行

の計画取引額の報告 

・増加分の保証金の預

託 

○海外募集型企画旅行計画

取引額報告書 

○増加分保証金預託書 

○根質権設定変更契約書 

○振込依頼書 

 

13 

20 

19 

24 

④保証状等を預託していたボンド

保証会員が、新たに全額を保証

金で預託しようとする場合 

・海外募集型企画旅行

の計画取引額の報告 

・新事業年度の保証金

等の額の保証金の預

託 

○海外募集型企画旅行計画

取引額報告書 

○保証金預託書 

○根質権設定契約書 

○振込依頼書 

 

13 

23 

22 

24 

⑤保証状等を預託しているボンド

保証会員が、新事業年度も引き

続き保証状等を預託する場合 

・海外募集型企画旅行

の計画取引額の報告 

・新事業年度の更新保

証状等の預託 

○海外募集型企画旅行計画

取引額報告書 

○更新保証状等預託書 

○保証状等に押捺した印鑑

の印鑑証明書 

 

13 

25 

 

- 

⑥保証金を預託しているボンド保

証会員が、新事業年度から保証

状等を預託する場合 

・海外募集型企画旅行

の計画取引額の報告 

・新事業年度の保証状

等の預託 

・現に預託している保

証金の返還請求 

○海外募集型企画旅行計画

取引額報告書 

○保証状等預託書 

○保証状等に押捺した印鑑

の印鑑証明書 

○保証金等返還請求書 

○保証金返還請求書に押捺

した印鑑の印鑑証明書 

○ボンド保証会員の会社の

登記事項証明書 

 

13 

27 

 

- 

29 

 

- 

 

- 
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（２） 新事業年度に預託する保証金等の額 

ア． ボンド保証規程に基づき、新事業年度に預託する保証金等の額は、その事業年

度の１年間に出発する海外募集型企画旅行の計画取引額の１％に相当する額です。 

 

保証金等の額＝新事業年度中に出発する海外募集型企画旅行の計画取引額×１％ 
 

なお、事業年度が１年未満で設定されている場合の保証金等の額は次の方法で

計算します。 

 

保証金等の額 =
新事業年度中に出発する海外募集型企画旅行の計画取引額

海外募集型企画旅行の計画取引額
× 365 ×１％ 

 

イ．  上記の計算で求めた額が100万円未満となった場合は100万円が保証金等の額と

なります。 

 

ウ．  また、上記の計算で求めた額に10万円未満の端数が生じたときは10万円未満の

端数を切り捨てた額が保証金等の額となります。 

 

（３） 手続き期限 

海外募集型企画旅行の計画取引額の報告及び増加分の保証金の預託等の預託手続

きは、各事業年度の開始の日から数えて100日目に当たる日の45日前から15日前の

間（事業年度開始の日から数えて55日目に当たる日から85日目にあたる日までの間）

に、完了してください。 

【例】事業年度：2021年4月1日から2022年の3月31日までの場合 

事業年度の開始の日から数えて100日目にあたる日 

2022年7月9日 ·················· （100日報告の期限） 

海外募集型企画旅行の計画取引額の報告・保証金等の預託の期間 

2022年5月25日（7月9日の45日前）から 

2022年6月24日（7月9日の15日前）まで 

 

（４） ボンド保証制度の保証金から生じた利息額の振り込み 

ア．  JATAはボンド保証規程に基づき、ボンド保証会員が預託した保証金をJATAが管

理することにより生じた利息額を、ボンド保証会員に支払います。 

 

イ．  JATAは、ボンド保証会員の事業年度の開始の日から115日を経過するまでに上

記利息額を振込みます。 
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II ボンド保証制度の会員更新手続き要領 

 

以下の説明は、ボンド保証会員の更新手続きです。（この手続きと並行して、

旅行業法・弁済業務規約に基づく弁済業務保証金制度の手続きが必要になります

ので、別途「取引額の報告等について（手続要領）」に従い、弁済業務保証金制

度の手続きもあわせて進めてください。） 

 

１．  保証金等の預託・返還請求が不要な場合 

保証金を預託しているボンド保証会員が、新事業年度も引き続き保証金を預託する

場合で、新事業年度の保証金の額と現に預託している保証金の額とが同額のときは、

海外募集型企画旅行計画取引額報告書の「協会送付用」をJATA事務局に提出して下さ

い。この報告書の提出は、毎事業年度の開始の日のから数えて100日目に当たる日の

45日前から15日前の間（事業年度開始の日から数えて55日目に当たる日から85日目に

あたる日まで）に行わなければなりません。 

 

２．  保証金の返還請求手続き 

ボンド保証会員が保証金を預託している場合であって、新事業年度に預託すべき保

証金の額が現に預託している保証金の額を下回る場合は、ボンド保証会員は、新事業

年度の開始の日から数えて100日目に当たる日の45日前から15日前の間（事業年度開

始の日から数えて55日目に当たる日から85日目にあたる日まで）に、次の書類をJATA

事務局に提出して、海外募集型企画旅行の計画取引額の報告と減少分の保証金の返還

を請求してください。 

なお、返還する保証金の額が僅少で、翌年度以降の保証金の額が増加することが予

想される場合など、ボンド保証会員が減少分の保証金の返還請求する必要がないと判

断した場合は、減少分の保証金の返還請求をしなくても差し支えありません。この場

合は、海外募集型企画旅行計画取引額報告書のみ上記の期間内にJATA事務局に提出し

てください。 

（１） 減額分の保証金の返還請求 

減額分の保証金の返還請求をする場合は、以下の書類をJATA事務局に提出してく

ださい。根質権設定変更契約書および計画取引額減少による保証金減額分返還請求

書は、当協会へ海外募集型企画旅行計画取引額報告書をご提出いただいた後、お送

りします。 

 

手続きの種類 必要書類・使用様式 提出片・部数 

減額分保証金の返還請求 

海外募集型企画旅行計画取引額報告書 
・・・記入例：14ページ 

協会送付用 

根質権設定変更契約書 
【第８号様式（保証金減額の場合）】 
（記名・捺印済みのもの、印紙貼付不要） 
        ・・・記入例：16ページ 

２通 

計画取引額減少による保証金減額分返

還請求書【第１２号様式】 
・・・記入例：17ページ 

正本・副本 

 

（２） 減少分の保証金の返還 

JATAは、会員から上記書類の提出があったときは、金融機関との間で保証金の預

託金額の変更のための事務を行った後、ボンド保証会員から指定された口座に減少

分の保証金及び利息額を振り込みます。 
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３．  保証金の預託手続き 

（１） 保証金の預託 

保証金を預託する場合及び預託する金額は次のとおりとなります。 

 

保証金を預託する事由 預託する保証金等の額 

保証金を預託しているボンド保証会員

が、新事業年度も引き続き保証金を預託

する場合で、新事業年度の保証金の額が

現に預託している保証金の額を上回った

現に預託している保証金の額と新事

業年度の保証金の額との差額の保証金 

（増加分保証金） 

保証状等を預託していたボンド保証会

員が新たに全額を保証金で預託しようと

する場合 

新事業年度の保証金等の額の保証金

の全額 

（新事業年度保証金） 

 

（２） JATAへの海外募集型企画旅行の計画取引額の報告及び保証金の預託の届出 

以下の書類をJATA事務局に提出してください。根質権設定変更契約書および増加

分保証金預託書は、当協会へ海外募集型企画旅行計画取引額報告書をご提出いただ

いた後、お送りします。これらの書類の提出は、毎事業年度の開始の日のから数え

て100日目に当たる日の45日前から15日前の間（事業年度開始の日から数えて55日

目に当たる日から85日目にあたる日まで）に行わなければなりません。 

 

預託する保証金の種類 JATAへの提出書類 提出片・部数 

増加分保証金 

①海外募集型企画旅行計画取引額報告書 
・・・記入例：14ページ 

 

協会送付用 

②根質権設定変更契約書 
【第８号様式（保証金増額の場合）】 
（記名・押印済みのもの、印紙貼付不要） 

・・・記入例：19ページ 

2通 

③増加分保証金預託書【第７号様式】 
・・・記入例：20ページ 

正本・副本 

 

預託する保証金の種類 JATAへの提出書類 提出片・部数 

新事業年度保証金 

①海外募集型企画旅行計画取引額報告書 
・・・記入例：14ページ 

協会送付用 

②根質権設定契約書【第４号様式】 

（記名・押印済みのもの、印紙貼付不要） 
・・・記入例：22ページ 

2通 

③保証金預託書【第５号様式】 

・・・記入例：23ページ 

 

正本・副本 
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（３） 銀行窓口での保証金等の振り込み 

ア．  用意する書類等と振り込み額 

 

預託する保証金 必要書類 振込額 

増加分保証金 ○振込依頼書 増加分保証金の額に公証人手数料 

（1,400円）を加えた額 

新事業年度保証金 ○振込依頼書 新事業年度保証金の額に公証人手数料 

（1,400円）を加えた額 

 

イ．  振り込みの手続き 

増加分保証金預託書又は保証金預託書に記載されているJATAの指定口座宛てに

保証金を振り込んでください。 

所定の振込依頼書を利用して、みずほ銀行の本・支店から振り込んだ場合の振

込手数料は無料です。 

 

（４） 増加分保証金預託書、保証金預託書等の受取 

増加分保証金、新事業年度保証金の預託手続きが完了した後、JATA事務局は次の

書類を申請ボンド保証会員に交付します。 

 

預託する保証金の種類 JATAから受取る書類 

増加分保証金 
・根質権設定変更契約書【第８号様式】 

・増加分保証金預託書（正本）【第７号様式】 

新事業年度保証金 

・根質権設定契約書【第４号様式】 

・保証金預託書（正本）【第５号様式】 

・保証金等返還書（保証期間の満了した保証状等に関す

るもの）【第１５号様式】 

・保証期間の満了した保証状等 

 

４．  保証状等の預託手続き 

保証状等を預託する場合は、次の書類をJATA事務局に提出してください。これらの

書類の提出は、毎事業年度の開始の日のから数えて100日目に当たる日の45日前から

15日前の間（事業年度開始の日から数えて55日目に当たる日から85日目にあたる日ま

で）に行わなければなりません。 

（１） 保証状等の種類 

ア．  銀行の保証状（保証書）による預託 

銀行が発行したⅠ、３、（２）（7ページ）の保証金等の額を保証金額とする

JATA宛の保証状（保証書）をJATA事務局に提出します。保証状（保証書）の様式

については、この説明書の巻末の雛形を参照してください。 

注：銀行が保証状（保証書）の発行を引き受けるかどうか、また、引き受ける

とした場合の保証料、担保差入れ等の条件は、個々の会社と銀行との交渉

で決められます。 

イ．  保険会社の保証証券 

損害保険会社が発行する保証証券をJATAに提出することもできます。保険会社

がこの保険証券を取り扱うには、金融当局の認可を受けなければなりません。取

引予定の保険会社が必要な認可を受けているかどうかは、保険会社に直接お問い
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合わせください。 

（２） 保証状等を預託する場合の保証状等の要件 

保証金に代えて預託する保証状等は、以下の要件を満たすものでなければなり

ません。 

ア．  保証金額 

Ⅰ、３、（２）（7ページ）の新事業年度保証金等の額が保証金額となります。 

イ．  保証期間 

保証期間の開始日：新事業年度の開始の日から起算して101日目にあたる日 

（この期間にうるう年の2月29日が含まれている場合は102日

目にあたる日） 

保証期間の終了日：新事業年度の終了の日の翌日（翌事業年度の開始の日）か

ら起算して100日目にあたる日 

（この期間にうるう年の2月29日が含まれている場合は101日

目にあたる日） 

【例】事業年度が4月１日から翌年の3月31日までである場合に、2022年度に預

託する保証状等 

                           ↓ 

保証期間の開始日    2022年7月10日から 

保証期間の終了日    2022年7月 9日まで 

ウ．  保証状等の発行期間 

以下のいずれかの金融機関のものでなければなりません。 

①銀行（銀行法上の銀行をいいます。） 

②損害保険会社（保険業法に定める損害保険会社、生命保険会社、外国保険業

者） 

③農林中央金庫（農林中央金庫法に定めるもの）、商工組合中央金庫（商工組

合中央金庫法に定めるもの） 

エ．  その他の要件 

保証金額、保証期間以外の要件については、この説明書の巻末の雛形の内容に

よります。 
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（３） 保証状等を預託する場合と提出する書類 

 

保証状等を預託する事由 JATAへの提出書類 提出片・部数 

保証状等を預託している

ボンド保証会員が、新事業

年度も引き続き保証状等を

預託する場合 

①海外募集型企画旅行計画取引額

報告書  ・・・記入例：14ページ 

協会送付用 

②更新保証状等預託書【第 ９号 様

式】     ・・・記入例：25ページ 
正 本 ・ 副 本 ・

副本の写し 

③銀行保証状（保証書）又は損害保

険会社の保証証券 

原本 

④保証状等に押捺した印鑑の印鑑証

明書（JATAに提出する時点で、3

か月以内に発行されたもの） 

１通 

（コピー不可） 

保証金を預託しているボ

ンド保証会員が新事業年度

から保証状等を預託し、現

に預託している保証金の返

還を請求する場合 

①海外募集型企画旅行計画取引額報

告書   ・・・記入例：14ページ 

協会送付用 

②保証状等預託書【第６号様式】 

・・・記入例：27ページ 

正本・副本 

③銀行保証状（保証書）又は損害保

険会社の保証証券 

原本 

④保証状等に押捺した印鑑の印鑑証

明書（JATAに提出する時点で、3

か月以内に発行されたもの） 

１通 

（コピー不可） 

⑤保証金等返還請求書【第１４号様

式】    ・・・記入例：29ページ 
正本・副本 

⑥保証金等返還請求書に押捺した印

鑑の印鑑証明書（JATAに提出する

時点で、3か月以内に発行された

もの） 

１通 

（コピー不可） 

⑦ボンド保証会員の会社の登記事項

証明書（JATAに提出する時点で、

3か月以内に発行されたもの） 

１通 

（コピー不可） 

 

（４） 新事業年度の保証状等を預託した場合の保証期間が満了した保証状等の返還、保

証金の返還 

ア．  保証期間が満了した保証状等の返還 

JATAは、保証状等を預託していたボンド保証会員が新事業年度の保証状等を預

託した場合は、前年度に預託した保証状等に更新保証状等預託書の副本の写しを

添付して、その保証期間が満了した後、ボンド保証会員に返還します。 

イ．  保証金に代えて保証状等を預託した場合の保証金の返還 

保証金を預託していたボンド保証会員が新事業年度の保証状等を預託した場合

は、JATAは新事業年度の保証状等の保証期間開始後、保証金等返還請求書に記載

された口座に保証金及び利息額を振り込みます。この振り込み後、JATAはボンド

保証会員に「保証金等返還書」を交付します。 
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III ボンド保証制度にかかる新事業年度の海外募集型企画旅行の計画取引額の報告と保

証金等の預託に必要な書類の作成要領 

 

以下の説明は、ボンド保証会員の会員更新手続きに必要な書類の作成要領につい

ての説明です。（増加分の弁済業務保証金分担金の納付手続き書類、減少分の弁済

業務保証金分担金の返還手続き書類等については、取引額報告書・海外募集型企画

旅行計画取引額報告書をJATAに提出いただいたときに、必要な用紙とともにお送り

します。） 

 

１．  海外募集型企画旅行計画取引額報告書 

［構成］（４枚１組） 

ボンド保証制度の海外募集型企画旅行計画取引額報告書は、以下の構成になって

おり、旅行業法・弁済業務規約に基づく取引額報告書（いわゆる「100日報告」）を

兼ねています。当協会ウェブサイト内「取引額の報告（100日報告）等について」か

らダウンロードしたエクセルファイルで作成してください。 

 

（1枚目） 取引額報告書（登録行政庁用） 

登録行政庁（第一種旅行業者の場合は所轄の運輸局）に提出する取引額報告

（いわゆる「100日報告」）の用紙です。毎事業年度開始の日から100日を経過

する日までに、登録行政庁に提出してください。 

（2枚目） 取引額報告書・海外募集型企画旅行計画取引額報告書（協会送付用） 

旅行業法と弁済業務規約に基づく取引額報告（いわゆる「100日報告」）の

協会報告とボンド保証制度の海外募集型企画旅行の計画取引額の報告を兼ねて

います。毎事業年度の開始の日のから数えて100日目に当たる日の45日前から

15日前の間（事業年度開始の日から数えて55日目に当たる日から85日目にあた

る日までの間）に8ページから12ページまでの説明に従い、JATA事務局に提出

してください。登録行政庁の受付印は不要です。（登録行政庁が受付印を捺印

した場合はそのまま送付いただいても差し支えありません。） 

（3枚目）取引額報告書・海外募集型企画旅行計画取引額報告書（ボンド保証会員控） 

JATA事務局に提出した2枚目の報告書の会員用控です。ボンド保証会員が保

管してください。 

（4枚目) 取引額報告書（会員会社控） 

登録行政庁に出した１枚目の100日報告の控が必要な場合は、これに登録行

政庁の受付印を受けたうえボンド保証会員が保管してください。 
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［記入例］ 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 
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［記入要領］ 

（１）１枚目の上から記入する部分 

① 100日報告の対象となる事業年度の期間を記入する。 

③ 登録番号を記入する。 

④ ①の期間の取引実績を記入する。 

⑫ ④の「合計」欄の数値と「海外募集型企画旅行」の数値に基づく弁済業務保証 

金分担金の額等を記入する。 

⑬ 登録行政庁に送付する日または提出する日を記入する。 

⑭ 必要事項を記入する。（会社の代表者印（いわゆる「社長印」）は省略可。） 

 

（２）2枚目の上から記入する部分 

② 海外募集型企画旅行の計画取引額を報告すべき事業年度（①の期間の翌事業年

度）の期間を記入する。 

⑤ ④で記載した「海外募集型企画旅行」の取扱実績人員、取引実績額を再度記入

する。 

⑥ ②の期間に出発する海外募集型企画旅行の計画取引額を記入する。 

 事業年度が１年と異なる期間で定められている場合は、②の期間に出発する海

外募集型企画旅行の計画取引額を次の算式で一年分に換算した額を欄の下半分に

記入し、②の期間の海外募集型企画旅行の計画取引額を（ ）に入れて欄の上半

分に併記する。 

一年分に換算した海外募 

集型企画旅行計画取引額 ＝ 
②の期間の海外募集型企画旅行の計画取引額 

× 365 
②の期間の日数 

⑦ 報告の時点で預託している保証金等の額を記入する。 

⑧ ⑥の海外募集型企画旅行の計画取引額の１％相当額を記入する。（注：海外募

集型企画旅行の計画取引額の１％相当額が100万円未満の場合は、100万円。10万

円未満の端数が出た場合はその端数は切り捨て） 

⑨ ⑦の額から⑧の額への増加、減少の別、及び増加額／減少額を記入する。 

⑩ 新事業年度の保証金等を金銭で預託する場合は「保証金」の文字を、銀行保証

状（保証書）・損害保険会社の保証証券で預託する場合は「保証状等」の文字を、

それぞれ○印で囲む。 

⑪ 保証金の額が減少する場合、減額分の保証金の返還請求をするか否か、該当す

るものに○印を付ける。 
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２．根質権設定変更契約書（保証金減額の場合） 

    注：この書類は2通作成し、記名捺印の上、2通ともJATA事務局に提出してください。 

 

 

 

 

 

   

最初に保証金

を預託したと

きに締結した

根質権設定契

約書の日付を

記入する。  

新事業年度の保

証金の額を記入

する。23ページ

の 記 入 例 の

「ⓒ」の数値）  

記入不要 
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３．計画取引額減少による保証金返還請求書 

  ［構成］ 

正本  会員→JATA 

副本  会員→JATA→会員 

控   会員控え 

 

 ［記入例］ 

 

 

① 

② 

③ 

④ 
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［記入要領］ 

① 海外募集型企画旅行計画取引額報告書（下の記入例）の「○Ａ 」の人数・金額と

「○Ｃ 」の金額を記入する。 

② 海外募集型企画旅行計画取引額報告書（下の記入例）の「○Ｂ 」の金額を記入す

る。 

③ ①と②の差額（下の海外募集型企画旅行計画取引額報告書の「○Ｄ 」の金額と一

致しなければならない。）を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

④ JATAが減額分の保証金を振り込む場合の、ボンド保証会員の口座を記入する。 

○Ａ  
○Ｂ

○Ｃ

○Ｄ

エラー
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４．根質権設定変更契約書（保証金増額の場合） 

（新事業年度保証金の額が増加する場合の増加分保証金の預託） 

注：この書類は2通作成し、記名捺印の上、2通ともJATA事務局に提出してください。 

 

最初保証金を預

託したときに締

結した根質権設

定契約書の日付

を記入する。 

新事業年度の計

画取引額に基づ

く保証金等の額

を 記 入 す る 。

（15ページの記

入 例 の ○8 の 金

額） 

記入不要 

今回預託する増

加分の保証金の

額を記入。 

記入不要 
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５．増加分保証金預託書 

 （新事業年度保証金の額が増加する場合の増加分保証金の預託） 

［構成］ 

  正本  会員→JATA→会員 

副本  会員→JATA 

控   会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

○2  

○3  

○4  

○5  

○6  
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［記入要領］ 

① 「増加分保証金」に○印を付ける。 

② 新事業年度の海外募集型企画旅行の計画取引額及びそれに基づく保証金等の額を

（14ページの海外募集型企画旅行計画取引額報告書の記入例の「⑥」の欄の人数・金

額と「⑧」の欄の金額）を記入する。 

③ 現に預託している保証金等の額（14ページの海外募集型企画旅行計画取引額報告書

の記入例「⑦」の欄の金額）を記入する。 

④ 上記②の欄の金額と③の欄の金額の差額を記入する。（14ページの海外募集型企画

旅行計画取引額報告書の記入例の「⑨」の金額と一致しなければならない。） 

⑤ 「増加又は追加して預託する保証金の額」の欄に上記④の金額を記入し、「合計」

の欄に、保証金と公証人手数料（1,400円＝定額）の合計額を記入する。 

⑥ JATAが保証金から生じた利息相当額をボンド保証会員に振り込むための会員名義の

口座を記入する。 
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６．根質権設定契約書 

 （保証状等を預託しているボンド保証会員が新事業年度保証金の全額を金銭で預託す

る場合） 

    注：この書類は2通作成し、記名捺印の上、2通ともJATA事務局に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボンド保証

会員になっ

たとき締結

したボンド

保証制度弁

済業務委託

契約書の締

結年月日を

JATAで確認

して記入し

ます。 

 

記入不要 

記入不要 

 

記入不要 

保証状等に

代えて新た

に預託する

保証金の額

を 記 入 す

る。 
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７．保証金預託書 

（保証状等を預託しているボンド保証会員が新事業年度の保証金等の全額を金銭で預

託する場合） 

［構成］ 

正本   会員→JATA→会員 

副本   会員→JATA 

控     会員 

    ［記入例］ 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 
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［記入要領］ 

① 「いままで預託していた保証状等に代えて保証金を預託する。」に○印を付ける。 

② 海外募集型企画旅行計画取引額報告書の「本年度の海外募集型企画旅行の計画取引

額」の欄（14ページの記入例の場合の「⑥」）の人員・金額と「本年度に預託すべき

保証金等の額」の欄（14ページの記入例の場合の「⑧」）の金額を記入する。 

③ 「保証金の額」の欄に上記「②」の「保証金の額」の金額を記入し、合計欄に保証

金の額と公証人手数料（1,400円＝定額）の合計額を記入する。 

④ JATAが保証金から生じた利息相当額をボンド保証会員に振り込むための会員名義の

口座を記入する。 

 

 

 

８．振込依頼書（ボンド保証金用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

預託する増加分保証金又は新事業年度保証金の額に

公証人手数料を加えた額が振込額になる。 

“整理番号”欄には登録番号４ケタの数字で記入

して下さい。 

（例）登録番号_50号 → 0050 

登録番号293号 → 0293 



 

- 25 - 

９．更新保証状等預託書 

 （保証状等を預託しているボンド保証会員が新事業年度の更新保証状等を預託しよう

とするとき） 

［構成］ 

正本        会員→JATA→会員 

副本    会員→JATA 

副本の写し 会員→JATA→会員（保証期間満了後の保証状等に添付） 

控          会員控え 

［記入例］ 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 
⑤ 
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［記入要領］ 

① 「新たな事業年度の海外募集型企画旅行計画取引額に基づく保証状等の更新預託」

に○印を付ける。 

② 海外募集型企画旅行計画取引額報告書の「本年度の海外募集型企画旅行の計画取引

額」の欄（14ページの記入例の場合の「⑥」）の人員・金額と「本年度に預託すべき

保証金等の額」の欄（14ページの記入例の場合の「⑧」）の金額を記入する。 

③ 保証状（保証書）又は保証証券の保証期間を記入する。 

  保証状（保証書）又は保証証券の保証期間については、次のとおりになっているか

確認すること。（11ページ参照のこと） 

保証期間の開始日：新事業年度の開始の日から起算して101日目にあたる日（こ

の期間にうるう年の2月29日が含まれている場合は102日目に

あたる日） 

保証期間の終了日：新事業年度の終了の日の翌日（翌事業年度の開始の日）から

起算して100日目に当たる日（この期間にうるう年の2月29日

が含まれている場合は101日目にあたる日） 

④ 保証状等を発行した銀行、保証証券を発行した損害保険会社の名称を記入する。 

⑤ 保証状等に記載されている発行日及び番号を記入。 

保証状等を複数提出する場合は、④に「別紙預託保証状等明細表のとおり」と記入

し、別紙、「預託保証状等明細表」に各保証状等の内容を記載して、保証状等預託書

に添付する。（当用紙はＪＡＴＡ宛請求してください。） 

 

 

この保証額の合計が更新保証状等預託書の

「保証金等の額」の金額と一致しなければ

ならない。  
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１０．保証状等預託書 

（保証金を預託しているボンド保証会員が新事業年度から保証状等を預託する場合） 

［構成］ 

正本  会員→JATA→会員 

副本    会員→JATA 

控   会員控え 

 

［記入例］ 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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［記入要領］ 

① 「いままで預託していた保証金に代えて保証状等を預託する。」に○印を付ける。 

② 海外募集型企画旅行計画取引額報告書の「本年度の海外募集型企画旅行の計画取引

額」の欄（14ページの記入例の場合の「⑥」）の人員・金額と「本年度に預託すべき

保証金等の額」の欄（14ページの記入例の場合の「⑧」）の金額を記入する。 

③ 保証状等に記載されている保証期間を記入する。 

保証状（保証書）又は保証証券の保証期間については、次のとおりになっているか

確認すること。（11ページ参照のこと） 

保証期間の開始日：新事業年度の開始の日から起算して101日目にあたる日（こ

の期間にうるう年の2月29日が含まれている場合は102日目に

あたる日） 

保証期間の終了日：新事業年度の終了の日の翌日（翌事業年度の開始の日）から

起算して100日目に当たる日（この期間にうるう年の2月29日

が含まれている場合は101日目にあたる日） 

 

④ 保証状等を発行した銀行又は保証証券を発行した損害保険会社の名称を記載する。 

⑤ 保証状等の番号及び発行日を記入する。 

保証状等を複数提出する場合は、④に「別紙預託保証状等明細表のとおり」と記入

し、別紙「預託保証状等明細表」（26ページ参照）に各保証状等の内容を記載して、

保証状等預託書に添付する。（当用紙はＪＡＴＡ宛請求してください。） 
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１１．保証金等返還請求書 

（保証金を預託しているボンド保証会員が新事業年度から保証状等を預託し、預託

していた保証金の返還を請求する場合） 

［構成］ 

正本  会員→JATA 

副本    会員→JATA→会員 

控   会員控え 

 

［記入例］ 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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［記入要領］ 

① 必ず法務局に登録してある会社の代表者印を押捺し、印鑑証明書を添付する。 

② 「保証金に代えて保証状等を預託する。」に○印を付ける。 

③ 直近の海外募集型企画旅行計画取引額報告書で報告した海外募集型企画旅行の計画

取引額を記入する。 

④ 現に預託している保証金の額（返還請求する保証金の額）を記入する。 

⑤ 「保証金」を○で囲む。 

⑥ JATAが返還する保証金を振り込む際の銀行口座を記載する。この口座は、ボンド保

証会員名義のものでなければなりません。 

  



 

保証書番号 

保  証  書（雛形） 

 

     年   月      日 

 

 

一般社団法人日本旅行業協会  殿 

 

                                住 所 

 

 

                                保証人 

 

 

債務者  （ボンド保証会員名）  が、貴協会のボンド保証規程（以下「ボンド保

証規程」という。）及びボンド保証制度弁済業務委託契約に基づき、貴協会に対して、

ボンド弁済に関する事務（以下「ボンド弁済事務」という。）を委託するにあたり、債

務者が貴協会に対して負担することあるべきボンド弁済の事務を行うのに必要な費用に

係る債務及び旅行業法第５０条第１項の還付充当金の納付に係る債務について、保証人

は次の条項に従い、連帯して保証します。 

１．保証限度額                      円 

２．保証期間 

(1) 本約定による保証は、   年    月    日から   年    月   日

までに生じた第３項に定める範囲の債務を保証するものとします。 

(2) (1)にかかわらず、債務者が(1)の期間内又は(1)の期間の終了と同時にボンド保証

規程の規定によりボンド保証会員の身分を失った場合は、貴協会は、(1)の期間の

満了後２か月を経過する日までに保証人にその旨を通知するものとし、当該通知が

あった場合は、保証人は(1)の期間の満了後９か月を経過する日までに生じた第３

項に定める範囲の債務を保証するものとします。 

３．保証債務の範囲 

保証債務の範囲は、ボンド弁済事務の委託により、債務者が貴協会に対して負担す

ることあるべき、ボンド弁済を行うために必要な一切の費用（ボンド弁済に充てるた

めの資金の他ボンド弁済額の振り込み手数料等の事務費用を含む。以下「ボンド弁済

の費用」という。）の支払いに係る債務及び旅行業法第５０条第１項の還付充当金の

納付に係る債務（以下「還付充当金納付債務」という。）とします。 

４．保証債務の消滅 

第２項(1)に規定する期間の満了後２か月を経過する日（貴協会が第２項(2)に規定

する通知を保証人にした場合は、第２項(1)に規定する期間の満了後９か月を経過する

日）までに保証債務履行の請求がないときは、本約定による保証債務は消滅するもの

とします。 

５．保証債務の履行 

(1) 債務者にボンド弁済の費用の支払に係る債務又は還付充当金納付債務が生じたと

きは、貴協会は、保証人所定の方式により、保証債務の履行を請求するものとしま

す。 

(2) 本保証に基づく保証債務の支払請求書をはじめ、保証人に対する諸届け書類（以

下「保証債務支払請求書等」という。）には、貴協会が法務局に登録した印鑑を捺

印するものとします。 

(3) 保証債務支払請求書等に捺印された印影を、法務局発行の印鑑証明書と相当の注

意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、その保証債務支払請求

書等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について

は、保証人は責任を負いません。 

(4) 貴協会が保証債務の履行を請求する場合は、保証人に本保証書の呈示を要するも

のとします。 

(5) 本保証に基づく保証債務については、貴協会からの請求以外は、たとえ被保証債

権の譲渡、質入れがあってもこれらの譲受人等に対し、その履行の責を負いません。 

６．保証書の返戻 

貴協会は、本保証書の保証債務が消滅したときは、ボンド保証規程に定めるところ

に従い、本保証書を債務者又は保証人に返戻するものとします。 

７．他の保証との関係 

(1) 保証人が債務者の貴協会へのボンド弁済事務の委託について、他に保証をしてい

る場合は、その保証は、本保証契約によって変更されないものとし、また、他に保

証限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額に本保証の額を加

えるものとします。 

(2) 保証人が将来、貴協会に対し、他に保証した場合にも前項に準じて差しつかえあ

りません。 

 

以上 

 



 

 

取引額報告書等の提出先 

 提 出 先  

取引額報告書（登録行政庁用）  
※印刷したものの１枚目  

所轄の登録行政庁 

第一種旅行業者の場合、運輸局以外で運輸支局へも提出

することができますが、郵送による受付はしていませ

ん。郵送の場合は運輸局へ提出してください。  

取引額報告書・海外募集型企画旅行

計画取引額報告書（協会送付用）  
※印刷したものの２枚目  

当協会弁済担当宛  
ファクシミリ又はメールに添付して送信してください。  

FAX：０３－３５９２－１２７９ 
E-mail: torihikigaku@jata-net.or.jp 

（登録行政庁の受付印が無いもので構いません。）  
取引額報告書・海外募集型企画旅行

計画取引額報告書（ボンド保証会員控）  
※印刷したものの３枚目  ご申請者の控えとなります。  
取引額報告書（会員会社控） 

※印刷したものの４枚目  
 

 


